
                              

                               

                               

                               

                               

 

県内市町村が地域の課題に沿って作成している里山再生アクションプランなどに基づいた森づくり活動

に対して、支援するのが「みどり豊かな森林環境づくり推進事業」です。町で行われた事業などについて報

告します。 

▼対象／〇豊かな森づくり       〇自然環境保全活動  

〇森や自然とのふれあい活動  〇木に親しむ環境づくり 

▼町での活動事例／地域住民や小中学生が主体となって、県産木材に触れ合う活動や町内の森林保全の活動

を行なっています。 

▼今年度の取組み事業／ 

 ・もみじの森プロジェクト     ・町内ベンチ木製化プロジェクト 

・幼児の木製おもちゃふれあい事業 ・薬師の森の自然学習会 

・舟形小学校“森の積木広場”事業 ・洲崎町内会と町の協働による桜の木保全事業 

・長尾町内会と町の協働による「念仏の松」の保全事業 

▼問い合わせ／舟形町農業振興課農業振興係 （32）0947 

 エネルギー価格や食料品価格等の物価高騰により負担が増えた町民と町内事業者の支援を目的に、国の「物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、「舟形ほほえみ応援商品券」事業を実施します。 

▼事 業 内 容／１人あたり20,000円分（1,000円券×20枚）の商品券を配布 

▼交 付 時 期／２月下旬から順次郵送 

▼交付対象者／次のどちらかの要件に該当する方 

①令和８年１月１日時点で町の住民基本台帳に登録されている方 

②令和８年７月31日までに生まれた方 

※②の方については、令和８年１月１日時点において、養育者が住民基本台帳に登録されて

いることと、８月13日までに出生届を提出し住民基本台帳に登録されることが必要です。 

▼交 付 方 法／原則、世帯主あてにゆうパックで郵送 

▼使用可能期間／令和８年３月１日（日）～令和８年８月31日（月） 

        ※使用可能期間以外は無効ですのでご注意ください。 

▼利用可能店舗／もがみ南部商工会舟形支部取扱加盟店舗 

        ※詳しくは商品券郵送時に同封するチラシを確認ください。 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課ふるさと応援推進室 （32）0844 



                               

                               

                               

                               

                               

スマホ講座 毎週開催 
スマートフォンについて、わからないことは何度でも。個別相談も受付けます。 

参加費無料 健康ポイント 
対象事業 

３月の開催日 時間 会場 

毎週木曜日 
午後２時  ～４時 富長交流センター           （富長会場） 

午後６時30分～８時30分 農村環境改善センター         （堀内会場） 

毎週金曜日 
午後１時30分～３時30分 中央公民館              （舟形会場） 

午後３時30分～４時30分 中央公民館 ※よろず相談       （舟形会場） 

毎週土曜日 午後１時30分～３時30分 長沢集学校              （長沢会場） 

▼問い合わせ／長沢集学校 （29）8255 
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舟形若あゆ温泉入浴料金改定のお知らせ 

▼問い合わせ／㈱舟形町振興公社 （32）3655 

近年の光熱費および各種物価の高騰に伴い、入浴料金を改定させていただくこととなりました。みなさ

まにはご負担をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、小人料金について

は中学生までを対象とし、平日に限り100円で入浴できるよう改定します。ぜひ利用ください。 

▼改定日／４月１日（水） 

▼入浴料金・入浴回数券／次の表のとおり 

 改定前 改定後 

大   人 400円 500円 

小   人 
小学生のみ 

200円 

小・中学生 

【平 日】100円 

【土・日・祝日およびハイシーズン】200円 

入浴回数券 １綴り11枚 4,000円 １綴り11枚 5,000円 

※改定前の入浴回数券については、現在の在庫分のみの販売となり、なくなり次第販売を終了します。 

改定前の入浴回数券および入浴招待券については、有効期限内であれば改定日以降も使用できます。 

 

町民のみなさまのために取組みます 
改定日以降、町民のみなさまが舟形若あゆ温泉を利用しやすいよう、次の取組みを実施予定です。 

○舟形町民限定ポイントカードの発行 

通常30ポイントで１回の入浴料金を無料としているところ、10ポイントで１回無料に。 

○「ふながた町民感謝デー」の実施 

毎月第４水曜日（７月、８月、９月をのぞく）に町民の入浴料金が大人350円。 



                               

                               

                               

                               

                                2050年度のカーボンニュートラルの実現に向け、地球温暖化に関する対策・施策をまとめた「舟形町地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定するにあたり、ご意見をお寄せください。 

▼期  間／～２月19日（木） 

▼応募方法／持参、郵送、FAX、電子メールのいずれかで応募 

▼そ の 他／・匿名、電話でのご意見については対応できません。 

・持参の場合は、平日のみ受付します。郵送の場合は、２月19日必着とします。 

・みなさんからのご意見は、町の考え方とあわせて町ホームページで公表します。 

・個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 （32）0104 

車が好きな方、イベント企画・運営に興味のある方、出演・出店を希望する団体のみなさん、いっしょに新

しい「ヒストリックカーミーティングin舟形」をつくりませんか。令和８年に12回目を迎える本事業は、新

たな実行委員会を組織し、より良い開催を目指して取組んでいきます。 

▼開催日（案）／６月14日（日） 

▼事業概要／本ミーティングは、舟形町の魅力を多くの世代・多様な趣味の方々に知ってもらい、特産品や郷

土料理をとおした交流により地域の活性化を図ることを目的としています。四季豊かな舟形町

をより深く感じることができるイベントです。 

▼資格要件等／新しいことに挑戦したい方、車が好きな方、舟形町のイベントに夢を描ける方。 

企画の持ち込みも歓迎します。 

▼業務内容等／オーナーへの参加依頼・要綱の発送、協賛金の協力依頼訪問、警備員の手配、新庄警察署への

当日の警備依頼、ステージ用トラック借用予約、飲食店・ミニカー・車関連販売業者などへの

出店依頼、司会者とコンサート演奏者への依頼、会場、駐車場、案内看板等の準備、パンフレ

ット作成、参加者名簿の作成、参加賞などの準備、参加車輛の展示場所の準備など 

▼〆切／２月27日（金）※〆切以降も随時受付します。 

▼申込み・問い合わせ／2025ヒストリックカーミーティングin舟形 

実行委員会会長 髙梨晃一 070（2033）6543 

※受信専用の電話番号となります。 

「ヒストリックカーミーティングin舟形」 
実行委員の募集について 

※詳しくは右の 
ＱＲコードから 

※申込みは右のＱＲコード
からメールを送付 
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                               国民年金保険料の口座振替およびクレジットカード納付 
現金で国民年金保険料を納付している方へ、日本年金機構から「口座振替制度とクレジットカード納付制度の

お知らせ」が発送されています。口座振替やクレジットカードでの納付を利用すると、金融機関などへ行く手間

が省け、納め忘れもありません。また、保険料が割引される前納（前払い）も利用できます。 

口座振替およびクレジットカード納付を利用されていない方のうち、次の要件に該当する方には案内が送付さ

れています。 

・令和５年11月から令和７年10月分に未納がなく、令和７年10月分が前納により納付済みの方。 

・令和７年８～10月分にのみ未納がある方。 

▼問い合わせ／新庄年金事務所 (22)2050 

eLTAXや地方税共同機構を装ったメールなどに注意 

地方税共同機構などを装ったメール、SMS、LINE、詐欺サイトなどが確認されています。ご注意ください。 

○eLTAXや地方税共同機構から、督促などをすることはありません。 

 地方税共同機構などでは、地方税の納付を求めることや差押えの執行の予告、IDとパスワードの入力など

を、メールなどで送信することはありません。 

○不審なメールなどに記載されたURLへのアクセスや支払いしないでください。 

 身に覚えがない不審なメールなどが届いた場合、速やかに削除してください。不審なメールにURLなどが

あった場合でも、絶対にアクセスしないでください。また、アクセスしてしまった場合でも、個人情報など

の入力や支払い手続きなどを行わないでください。 

▼問い合わせ／eLTAXヘルプデスク 0570（08）1459 
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 誰もが希望する生き方で輝ける社会をつくるため、経験やアイディアを生かして活動しませんか。 

▼資格要件等／山形県内在住の方で、地域において男女共同参画に向けた情報収集や提供、啓発や実践活動

に取組む意欲があり、男女共同参画についての一定の知見がある方。 

※推進員としての地位を、政党または政治的・営利的・宗教目的に利用しない方に限ります。 

▼任  期／委嘱の日から令和10年３月31日 

▼応募方法／『地域における男女共同参画の推進のために取組みたいこと』というテーマのレポートを   

200～400字程度で作成し、メールなどにより提出。 

※審査結果は３月上旬にお知らせします。 

▼〆  切／２月20日（金） 

▼申込み・問い合わせ／山形県しあわせ子育て応援部多様性・女性若者活躍課 023（630）2262 

山形県男女共同参画推進員を募集します 

※詳しくは右の 
ＱＲコードから 



                               

                               

                               

                               

                               

町では、高齢者の自動車運転事故防止と万が一事故にあってしまった時の被害軽減を図るため、満65歳以

上の方を対象に、衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ）などの安全運転支援装置を搭載した車の購入費用、

または現在所有している車に安全運転支援装置を後付けする場合の費用の一部を補助します。 

▼登録〆切／３月31日（火） 
継続生産車の衝突被害軽減ブレーキ完全義務化により、今年度で補助金が終了します。 

▼補助対象者／次の条件を満たす方 

 ○申請時に町内に住所を有し、満65歳以上であること 

 ○有効な自動車運転免許証を保有していること 

○自動車検査証に記載されている使用者の氏名と申請者の運転免許証の氏名が同一であること 

または、使用者の住所と申請者の運転免許証の住所が同一であること 

○町税等および上下水道料金等を滞納していないこと 

○暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する方でないこと 

▼対象となる自動車など／ 

①衝突被害軽減ブレーキなどが搭載された自動車（普通自動車、軽自動車） 

※リース車、レンタル車をのぞく 

②現在所有している普通、軽自動車への安全運転支援装置の購入・設置に要する費用（後付け） 

※国土交通省の性能認定を受けた、ペダル踏み間違い時加速制御装置など 

▼補助金額／①衝突被害軽減ブレーキなどが搭載された自動車を購入した場合…50,000円 

②安全運転支援装置を設置・購入した場合…上限50,000円（1,000円未満切捨て) 

▼そ の 他／過去に国または町補助金の交付を受けたことがある方は補助対象外です。 

詳しい要件などについては問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町役場住民税務課生活安全係 （32）0155 

※詳しくは右の 

ＱＲコードから 

の を します 
▼募集人員／１名 

▼勤務期間／令和８年４月１日～令和９年３月31日 

▼資格要件等／・原則として町内に住所があり、通勤できる方 

・心身ともに健全で中型免許を有する方 ※８ｔ限定中型免許は不可 

・平日に加え、土・日・祝日も対応できる方 

▼勤務条件等／・月額175,000円（11月～２月は185,000円、３月は運行回数による） 

・社会保険の加入なし。 

        ・東北農林専門職大学学生向けアパートから東北農林専門職大学までの往復の送迎。 

月曜日から金曜日の朝、昼、夕方の１日平均３便の送迎を基本とします。 

・臨時的な運転については、１時間あたり1,040円、１日4,000円を上限に手当を支払い

ます。 

※条件は舟形町町有バス運行管理規程および舟形町スクールバス運行管理規程による。 

▼必要書類等／・履歴書(Ａ３判、写真貼付)および運転免許証の写し 

        ・町有バス運転者登録申請書 

※書類は舟形町まちづくり課地域支援係に準備しています。 

▼〆   切／２月27日（金） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町まちづくり課地域支援係 （32）0104 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

３月 10 日（火） 
産後ママのストレッチ講座 
※要事前申込み 

産後 1 年くらいまでの 
産婦さんとお子さん 

午前９時 50 分～ 
10時 

福祉避難所 
てとて 

バスタオル１枚、ミルク、オムツ等 
※動きやすい服装でお越しください 

３月 12 日（木） 歯科健診・フッ素塗布 
令和３年９～11 月生 
令和４年３月、６～８月生 

午後１時～ 
１時 30 分 

歯の健康手帳、仕上げみがき用歯ブラシ、 
フェイスタオル 

３月 25 日（水） 
育児プレスタート講座 
※要事前申込み 

令和８年６～８月 
出産予定の妊婦さんと家族 

午前９時 50 分～ 
10 時 

母子手帳、筆記用具、水分補給用の飲み物 

 

保健事業のお知らせ 

保健センターだより 
◆乳幼児健診および講座◆ 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（32）0810 

※いずれの事業もふるさと納税を活用しています。 

※各講座の申込みは、スマートフォンなどの母子手帳アプリ「めがみちゃん」からも可能です。 

≪定期健康相談≫ 午前９時～正午 

 一般健康相談（血圧測定、健診結果、こころの相談等） 

ご相談の方は健康福祉課③番窓口へお越しください。 

  来庁できない方は、電話相談【 （32）0810】も可能です。 

≪介護相談≫ 午前９時～正午  

 介護相談（介護について、認知症について、成年後見人制度等） 

ご相談の方は健康福祉課②番窓口へお越しください。 

来庁できない方は、電話相談【 （32）0690】も可能です。 

≪妊婦さんとパパ・ママの定期健康相談≫  

午前 10 時～正午（受付：午前 11 時 30 分まで） 

 母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等による

発育・発達相談、妊婦さんと子育て中のお父さんとお母さんの心

と身体の個別相談を行います。ご相談の方は福祉避難所「てとて」

へお越しください。保健師と助産師が対応します。 

◆健康相談◆ 相談日 ３月２日（月）、16 日（月） 

悩みはひとりで抱え込まずに、声に出すことが大切です。人に話すことで、こころが 

軽くなるかもしれません。 

全国共通の電話相談窓口を設置し、相談を受付けています。気軽に利用ください。 

 

《全国こころの健康相談統一ダイヤル》 

▼電話相談日時／毎週月～金曜日（祝日のぞく） 

午前９時～正午、午後１時～５時 

※【３月１日～７日】は午前９時～５時（土・日を含む） 

▼相談電話番号／ 0570（064）556（おこなおう まもろうよ こころ） 

※心の相談ダイヤル【 023（631）7060】でも相談を受付けています。 

《LINE での相談「こころの健康相談＠山形」》 

▼相談日時／毎日、午後６時 30 分～午後 10時（年末年始のぞく） 

※３月は午後 11 時まで 

▼相談方法／次のどちらかの方法で LINE アプリから友達登録をしてください。 

○友だち追加の検索で ID【＠950wtmah】を検索して追加 

○右のＱＲコードを読み取って登録 

～ ３月は自殺対策強化月間です ～ 


